
うるま市告示第１８２号 

 

 うるま市令和５年台風第６号災害弔慰金等支給要綱を次のように定める。 

 

令和５年８月２５日 

 

うるま市長 中村 正人  

 

うるま市令和５年台風第６号災害弔慰金等支給要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、令和５年台風第６号による災害（うるま市災害見舞金支給条例（平

成１７年うるま市条例第８８号）第２条に規定する災害を除く。）により、死亡した

市民の遺族に対する災害弔慰金又は被災した市民に対する災害見舞金（以下「令和５

年台風第６号災害弔慰金等」という。）を、予算の範囲内において支給することにつ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 災害 令和５年台風第６号による暴風、豪雨等の自然災害をいう。 

（２） 市民 被災時に本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）の規定により記録されている者をいう。 

（３） 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。 

（４） 世帯 住居及び生計を一にする市民の集まり又は独立して住居を維持し、若

しくは独立して生計を営む単身の市民をいう。 

（５） 遺族 災害により死亡した市民の死亡当時における配偶者（事実上の婚姻関

係と同様の事情があった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同

様の事情にあった者を除く。以下同じ。）、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹の範囲



にある市民をいう。 

 

（令和５年台風第６号災害弔慰金等の支給対象者） 

第３条 災害弔慰金の支給対象者は、災害を受けたその直後の結果として災害を受けた

時から９０日以内に死亡した市民の遺族とする。 

２ 災害見舞金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 災害により治療期間が３０日以上かかる負傷をした市民 

（２） 災害により家屋が全壊、半壊又は一部損壊（床上浸水を含む。）した世帯（住

家に複数の世帯が同居している場合は、主たる世帯） 

３ 前２項の規定にかかわらず、死亡、負傷又は家屋の損壊の原因が、支給対象者の故

意又は重大な過失のある行動によるものと認められる場合は、令和５年台風第６号災

害弔慰金等を支給しない。 

 

（支給基準及び支給額） 

第４条 令和５年台風第６号災害弔慰金等の支給基準及び支給額は、次の表のとおりと

する。 

区分 基凖 支給額 

令和５年台風第６

号災害弔慰金 

死亡者１人につき １００，０００円 

令和５年台風第６

号災害見舞金 

治療期間３０日以上の負傷者１人につき ３０，０００円 

家屋の全壊の場合 ７０，０００円 

家屋の半壊の場合 ５０，０００円 

家屋の一部損壊（床上浸水を含む。）の場合 ３０，０００円 

 

（令和５年台風第６号災害弔慰金の受給権者） 

第５条 災害により死亡した市民の死亡時において、当該死亡者と生計を一にしていた

遺族を令和５年台風第６号災害弔慰金の受給権者とする。 

２ 前項の受給権者となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って受

給権者とする。 



 （１） 死亡者の配偶者 

 （２） 死亡者の子 

 （３） 死亡者の父母 

 （４） 死亡者の兄弟姉妹 

３ 令和５年台風第６号災害弔慰金は、災害により死亡した市民１人につき一度支給す

るものとする。 

 

（申請） 

第６条 令和５年台風第６号災害弔慰金等の支給を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、必要書類を添えて、令和５年台風第６号災害弔慰金等受給申請書（様

式第１号）により市長に申請しなければならない。ただし、申請者が未成年であると

きは親権者が、親権者がいないときは未成年でない３親等以内の親族が、当該未成年

者を代理して申請するものとする。 

２ 前項に規定する申請の期間は、令和５年８月２５日から令和６年１月末日までとす

る。 

 

（支給の決定） 

第７条 市長は前条の申請があった時は、その内容を審査の上支給の可否を決定し、令

和５年台風第６号災害弔慰金等（支給・不支給）決定通知書（様式第２号）により当

該申請者に通知するものとする。 

 

（令和５年台風第６号災害弔慰金等の返還） 

第８条 不正な手段で令和５年台風第６号災害弔慰金等を受給した者があるときは、前

条に規定する支給の決定を取り消し、その者へ令和５年台風第６号災害弔慰金等の全

額又は一部の返還を命ずることができる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年８月２５日から施行する。 



 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （この告示の失効に伴う経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、第８条の規定は、前項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

令和５年台風第６号災害弔慰金等受給申請書 
 

  年  月  日 

うるま市長    様 

 

 次のとおり、うるま市令和５年台風第６号災害弔慰金等支給要綱第６条第１

項の規定により、申請します。 

 

申請者 住所                 

 

                 氏名               ㊞ 

 

                 連絡先                

   

                 被災者との続柄            
 

弔慰金等の種類

（番号を〇で囲

む。） 

（１） 災害により９０日以内に死亡した者に対する弔慰金 

（２） 災害により治療期間３０日以上の負傷を受けた者に

対する見舞金 

（３） 災害により被災した世帯に対する見舞金 

被災者住所  

 

氏名 生年月日 世帯主との続柄 職業 死亡・負傷 

     

     

     

     

     

     

添付書類：弔慰金（り災証明書原本、死亡届兼死体検案書の写し、死亡者と遺族の関係がわかる 

                  書類の写し、遺族の預金通帳、認印、遺族の身分証明書の原本、債権者登録 

申請書、口座振替申出 各1部）  

     見舞金（り災証明書原本、預金通帳、認印、身分証明書の原本、債権者登録申請書､ 

  口座振替申出 各1部） 

 ※負傷の場合は、医師の診断書原本も添付すること。 



様式第２号（第７条関係） 

 

第      号 

年   月  日 

 

 

 

 様 

 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

令和５年台風第６号災害弔慰金等（ 支給 ・ 不支給 ）決定通知書 
 

 

  年 月  日付けで申請のあった、うるま市令和５年台風第６号災害弔慰

金等支給要綱第７条の規定により、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

□ 支給することに決定しました。 

うるま市令和５年台風第６号災害弔慰金等の種類： 

該  当  条  項： 

決  定  金  額： 

 

 

□ 支給しないことに決定しました。 

うるま市令和５年台風第６号災害弔慰金等の種類： 

該   当   条  項: 

   理           由： 


